
・県立高校 全82校に配置 

・月２回程度 

・複数（メイン・サブ）のカウンセラーが相談内

容に応じて支援 

・特別支援学校10校に配置 ・月１回程度 

・拠点中学校102校に配置 

・拠点校以外の中学校も含めた184校に対応 

・週１回程度  

・対象小学校273校の支援 

・緊急時は学校の要請により全小学校に対応 

・電話相談、来所相談に応じる。 

スクールカウンセラー事業 

心の支援課 

１ 事業目的 

児童生徒が安心して学校生活を送り、学習に取り組めるよう、児童生徒の悩みに適切かつ迅速に対応で

きるスクールカウンセラー（臨床心理士等）を配置し、学校内における相談体制の充実を図る。 

２ 事業内容 

（１）相談支援業務 

生徒指導担当者等の教職員と協力し、課題を抱える児童生徒の個別カウンセリングにあたるとともに学校

で必要な指導、支援に関する助言を行う。 

【活動イメージ】 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配置体制】 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡会議・研修会等の実施 

スクールカウンセラーの情報共有や資質向上を図るため、連絡会議・研修会を実施する。（年２回） 

（３）緊急スクールカウンセラー等派遣事業 

長野県北部の地震により被災した児童生徒等の心のケア、教職員・保護者等への助言・援助、福祉保健部局

等の関係機関との連携調整等を行うため、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを被災児

童生徒が在籍する学校へ派遣する。 

（４）緊急対応カウンセリング等の実施 

   自殺及び自殺未遂等の緊急事態発生時に、カウンセラー等を即時に派遣し、児童生徒に対するカウンセリン

グ及び学校関係者や保護者に対する事後対応の援助等を行うことにより、児童生徒への動揺の広がりを押さ

え、心の健康の回復を支援する。 

３ 平成２９年度予算額  １億４８７５万５千円 

県高等学校・特別支援学校 公立小中学校 

・心の専門家による個別カウン

セリング 

・日常的な場面での相談活動 

・家庭の対応（子どもへの接し

方等）を助言 

相談 

助言・援助 

・医療機関等との連携 

・スクールソーシャルワーカー 

との連携 

・校内での個別支援体制に関す

る助言 

・相談児童生徒の心理的な特性

に関する助言指導 

教職員 

連携協力 

助言・指導 

（チーム対応） 

スクール 
カウンセラー 

保 護 者 

児童生

徒 スクール 
カウンセラー 

相談室でのカウンセリング 

ケース会議への参加等 

学   校 

総 合 教 育 センター  


